
 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ３ 日 

地域行政部地域行政課 

  

世田谷区立区民会館条例等の一部を改正する条例 

  

１ 主旨 

公共施設等総合管理計画一部改訂（第２期）に基づき、区民会館における利便性、利

用率の向上及び増収を目的として、区民会館ホールに加え集会室等においても営利目的

での利用ができるよう、令和８年区議会第１回定例会に世田谷区立区民会館条例等の一

部を改正する条例（以下、「改正条例」という。）を提案する。 

 

２ 改正内容 

（１）  改正条例第１条の規定による改正 

今回の条例改正との整合を図るため、世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条

例（令和７年９月世田谷区条例第９５号）（以下、「前改正条例」という。）第１条から

ラウンジの営利目的利用に係る規定を削除する。 

（２）  改正条例第２条の規定による改正 

① 世田谷区立区民会館条例（昭和５６年１２月世田谷区条例第４８号）（以下、「条例」という。）

第９条第２項第２号において、営利目的利用ができる施設を追加する。 

区民会館名 改正前 改正後 

世田谷区民会館 ホール ホール、集会室、練習室、ラウンジ 

世田谷区民会館別館 － 集会室 

北沢区民会館 ホール ホール、集会室 

北沢区民会館別館 － 集会室 

玉川区民会館 ホール ホール、集会室 

砧区民会館 ホール ホール、集会室 

烏山区民会館 ホール ホール、集会室 

玉川区民会館別館 
東京都から譲渡を受ける際、令和８年度まで地域集会施設として利用すること

が条件になっているため、営利目的利用の対象外とする。 

② 条例別表第３備考及び条例別表第４の２備考において、以下の追加変更を行う。 

ア 使用者が入場料等を領収するときの施設使用料若しくは利用料（以下、「利用料

金」という。）の加算適用について、入場料等「1,000 円以上」から「2,000 円を超

える」に変更する。 

イ 使用者が施設を使用する際に催し物に関連する物品販売を行うとき、販売額等に

かかわらず利用料金の５割に相当する額の加算を追加する。 

ただし、入場料等にかかる加算適用があるとき又は公益上の理由その他特別の理

由があると区長が認めたときはこの限りでない。 
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 加算条件 加算額 該当箇所 変更内容 

ア 
入場料の領収 

（2,000 円を超える場合） 
利用料金の５割 

別表第３備考第２号 

別表第４の２備考第４号 

1,000 円以上⇒

2,000 円を超える 

イ 
物品販売 

（販売額にかかわらず） 
利用料金の５割 

別表第３備考第３号 

別表第４の２備考第５号 

新規 

※アの適用がある場合

は適用しない。 

③ 条例別表第４及び条例別表第４の３の附帯設備の部舞台器具の項において、「１式」を

「一式」へ修正する。 

 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

４ 施行予定日 

(1) 施行予定日 

① 附則第１項第１号 公布の日（物品販売に係る加算の適用を除く） 

② 附則第１項第２号 令和８年４月１日（物品販売に係る加算の適用） 

(2) 適用開始日（経過措置） 

① 附則第２項 令和８年７月１日以後の使用から（営利目的利用できる施設の追加） 

② 附則第３項 令和８年７月１日以後の使用から（入場料に係る加算適用額の変更） 

③ 附則第４項 令和８年１０月１日以後の使用から（物品販売に係る加算の適用） 
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世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例新旧対照表 

第１条の規定による改正 

改正後 改正前 

世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例 世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例 

第１条 世田谷区立区民会館条例（昭和５６年１２月世田谷区条例第

４８号）の一部を次のように改正する。 

第１条 世田谷区立区民会館条例（昭和５６年１２月世田谷区条例第

４８号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１号中「練習室」の次に「、ラウンジ」を加える。 第５条第１号中「練習室」の次に「、ラウンジ」を加える。 

  （削除） 第９条第２項第２号中「ホール」の次に「及びラウンジ」を加え

る。 

別表第２世田谷区立世田谷区民会館の項中「練習室」の次に「、

ラウンジ」を加える。 

別表第２世田谷区立世田谷区民会館の項中「練習室」の次に「、

ラウンジ」を加える。 

・・・以下省略・・・ ・・・以下省略・・・ 
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第２条の規定による改正 

改正後 改正前 

○世田谷区立区民会館条例 ○世田谷区立区民会館条例 

第１条～第８条 ・・・省略・・・ 第１条～第８条 ・・・省略・・・ 

（使用） （使用） 

第９条 区民会館の施設（喫茶コーナーを除く。次条及び第11条にお

いて同じ。）を使用しようとする者は、規則の定めるところによ

り、区長に申請し、その承認を受けなければならない。 

第９条 区民会館の施設（喫茶コーナーを除く。次条及び第11条にお

いて同じ。）を使用しようとする者は、規則の定めるところによ

り、区長に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を

承認しない。 

２ 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を

承認しない。 

（1） ・・・省略・・・ （1） ・・・省略・・・ 

(2) 営利を目的とするとき（世田谷区立玉川区民会館別館に限

る。）。 

(2) 営利を目的とするとき（ホールを使用する場合を除く。）。 

(3)～(4) ・・・省略・・・ (3)～（4） ・・・省略・・・ 

第10条～第22条 ・・・省略・・・ 第10条～第22条 ・・・省略・・・ 

付 則 ・・・省略・・・ 付 則 ・・・省略・・・ 

附 則（令和８年３月 日条例第 号）  

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日

から施行する。 

 

(1) 第１条の規定、第２条の規定（第９条第２項第２号、別表第３

備考第２号、別表第４附帯設備の部舞台器具の項、別表第４の２
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第２条の規定による改正 

改正後 改正前 

備考第４号及び別表第４の３附帯設備の部舞台器具の項の改正規

定に限る。）並びに次項及び附則第３項の規定 公布の日 

(2) 第２条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４

項の規定 令和８年４月１日 

２ 第２条の規定による改正後の第９条第２項第２号の規定は、令和

８年７月１日以後の使用について適用し、同日前の使用について

は、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の別表第３備考第２号及び別表第４の２備

考第４号の規定は、令和８年７月１日以後の使用（この条例の公布

の日前に使用の申請をした場合における令和８年７月１日以後の使

用を含む。）に係る使用料の額及び利用料金の額について適用し、

同日前の使用に係る使用料の額及び利用料金の額については、なお

従前の例による。 

４ この条例による改正後の別表第３備考第３号及び別表第４の２備

考第５号の規定は、令和８年１０月１日以後の使用に係る使用料の

額及び利用料金の額について適用し、同日前の使用に係る使用料の

額及び利用料金の額については、なお従前の例による。 

別表第１～別表第２ ・・・省略・・・ 別表第１～別表第２ ・・・省略・・・ 

別表第３（第12条関係） ・・・省略・・・ 別表第３（第12条関係） ・・・省略・・・ 

備考 備考 

１ ・・・省略・・・ １ ・・・省略・・・ 
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第２条の規定による改正 

改正後 改正前 

２ 使用者が入場料その他これに類する料金（以下「入場料等」とい

う。）を領収する場合において、入場料等の最高額が１人当たり

２，０００円を超えるときの使用料の額は、使用を承認した時間区

分の使用料（以下「基本使用料」という。）に基本使用料の５割に

相当する額を加算して得た額（10円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）とする。 

２ 使用者が入場料その他これに類する料金（以下「入場料等」とい

う。）を領収する場合において、入場料等の最高額が１人当たり

１，０００円以上であるときの使用料の額は、使用を承認した時間

区分の使用料（以下「基本使用料」という。）に基本使用料の５割

に相当する額を加算して得た額（10円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）とする。 

３ 使用者が施設を使用する際に、催し物に関連する物品販売を行う

ときの使用料の額は、販売額等にかかわらず、基本使用料に基本使

用料の５割に相当する額を加算して得た額（10円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てる。）とする。ただし、前号に該当すると

き又は公益上の理由その他特別の理由があると区長が認めたとき

は、この限りでない。 

 

４ 使用者が区民会館を使用して公演を行う際に、公演の日前に、舞

台練習又は公演の準備によりホールの舞台面のみを使用する場合の

使用料の額は、基本使用料の５割に相当する額（10円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）とする。ただし、舞台練習又は

公演の準備に係る使用は、１回の公演につき２日を限度とする。 

３ 使用者が区民会館を使用して公演を行う際に、公演の日前に、舞

台練習又は公演の準備によりホールの舞台面のみを使用する場合の

使用料の額は、基本使用料の５割に相当する額（10円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）とする。ただし、舞台練習又は

公演の準備に係る使用は、１回の公演につき２日を限度とする。 

５ 使用者が使用時間を延長する場合は、管理上支障のない限りにお

いてその使用を承認するものとし、その使用料の額は、超過時間が

午前８時から正午までの間においては１時間（１時間に満たない端

数は、これを１時間とする。以下この号において同じ。）につき午

前の時間区分の使用料の額を３で除して得た額（10円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）とし、正午から午後５時30分ま

での間においては１時間につき午後の時間区分の使用料の額を3.5

４ 使用者が使用時間を延長する場合は、管理上支障のない限りにお

いてその使用を承認するものとし、その使用料の額は、超過時間が

午前８時から正午までの間においては１時間（１時間に満たない端

数は、これを１時間とする。以下この号において同じ。）につき午

前の時間区分の使用料の額を３で除して得た額（10円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）とし、正午から午後５時30分ま

での間においては１時間につき午後の時間区分の使用料の額を3.5
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5 

第２条の規定による改正 

改正後 改正前 

で除して得た額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）とし、午後５時30分から午後11時までの間においては１時間

につき夜間の時間区分の使用料の額を4.5で除して得た額（10円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、午後11時から

翌日の午前８時までの間においては１時間につき当該１時間の属す

る全日の時間区分の使用料の額を11で除して得た額（10円未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

で除して得た額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）とし、午後５時30分から午後11時までの間においては１時間

につき夜間の時間区分の使用料の額を4.5で除して得た額（10円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、午後11時から

翌日の午前８時までの間においては１時間につき当該１時間の属す

る全日の時間区分の使用料の額を11で除して得た額（10円未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

６ この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日をいう。 

５ この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日をいう。 

別表第４（第12条関係） ・・・省略・・・ 別表第４（第12条関係） ・・・省略・・・ 

 種別 単位 金額   種別 単位 金額  

 附帯設備 舞台器具 一式、１台、１枚、１脚

又は１個 １回 

9,100円   附帯設備 舞台器具 １式、１台、１枚、１脚

又は１個 １回 

9,100円  

 音響器具～映写器 ・・・省略・・・ 

 

  音響器具～映写器 ・・・省略・・・ 

 

 

 その他の設備 ・・・省略・・・   その他の設備 ・・・省略・・・ 

 

 

別表第４の２（第20条関係） ・・・省略・・・ 別表第４の２（第20条関係） ・・・省略・・・ 

備考 備考 

１～３ ・・・省略・・・ １～３ ・・・省略・・・ 

４ 使用者が入場料等を領収する場合において、入場料等の最高額が

１人当たり２，０００円を超えるときの利用料金の額は、使用を承

４ 使用者が入場料等を領収する場合において、入場料等の最高額が

１人当たり１，０００円以上であるときの利用料金の額は、使用を

7 
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第２条の規定による改正 

改正後 改正前 

認した時間区分（第１号の規定により午後の時間区分の使用時間の

単位を定めた場合は、使用時間の単位）の利用料金（以下「基本利

用料金」という。）に基本利用料金の５割に相当する額を加算して

得た額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とす

る。 

承認した時間区分（第１号の規定により午後の時間区分の使用時間

の単位を定めた場合は、使用時間の単位）の利用料金（以下「基本

利用料金」という。）に基本利用料金の５割に相当する額を加算し

て得た額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）と

する。 

５ 使用者が施設を使用する際に、催し物に関連する物品販売を行う

ときの利用料金の額は、販売額等にかかわらず、基本利用料金に基

本利用料金の５割に相当する額を加算して得た額（10円未満の端数

があるときは、これを切り捨てる。）とする。ただし、前号に該当

するとき又は公益上の理由その他特別の理由があると区長が認めた

ときは、この限りでない。 

 

６ 使用者が区民会館を使用して公演を行う際に、公演の日前に、舞

台練習又は公演の準備によりホールの舞台面（世田谷区立北沢区民

会館にあっては、舞台を設定しない場合における舞台面に相当する

部分を含む。）のみを使用する場合の利用料金の額は、基本利用料

金の５割に相当する額（10円未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。）とする。ただし、舞台練習又は公演の準備に係る使用

は、１回の公演につき２日を限度とする。 

５ 使用者が区民会館を使用して公演を行う際に、公演の日前に、舞

台練習又は公演の準備によりホールの舞台面（世田谷区立北沢区民

会館にあっては、舞台を設定しない場合における舞台面に相当する

部分を含む。）のみを使用する場合の利用料金の額は、基本利用料

金の５割に相当する額（10円未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。）とする。ただし、舞台練習又は公演の準備に係る使用

は、１回の公演につき２日を限度とする。 

７ 使用者が使用時間を延長する場合は、管理上支障のない限りにお

いてその使用を承認するものとし、その利用料金の額は、別表第３

備考第４号の規定を準用して得た額とする。ただし、第１号の規定

により午後の時間区分の使用時間の単位を定めたときは、超過時間

が正午から午後５時30分までの間においては、１時間（１時間に満

たない端数は、これを１時間とする。）につき、当該単位の利用料

６ 使用者が使用時間を延長する場合は、管理上支障のない限りにお

いてその使用を承認するものとし、その利用料金の額は、別表第３

備考第４号の規定を準用して得た額とする。ただし、第１号の規定

により午後の時間区分の使用時間の単位を定めたときは、超過時間

が正午から午後５時30分までの間においては、１時間（１時間に満

たない端数は、これを１時間とする。）につき、当該単位の利用料
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第２条の規定による改正 

改正後 改正前 

金の額を当該単位の時間数（30分を0.5として換算する。）で除し

て得た額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）と

する。 

金の額を当該単位の時間数（30分を0.5として換算する。）で除し

て得た額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）と

する。 

８ この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定す

る休日をいう。 

７ この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定す

る休日をいう。 

別表第４の３（第20条関係） 別表第４の３（第20条関係） 

 種別 単位 金額   種別 単位 金額  

 附帯設備 舞台器具 一式、１台、１枚、１

脚又は１個 １回 

9,100円   附帯設備 舞台器具 １式、１台、１枚、１

脚又は１個 １回 

9,100円  

 ・・・以下、省略・・・  ・・・以下、省略・・・ 
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